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Abstract　Social　changes　that　intensifled　in　the　Ottoman　Emplre　from　the　last　half　of　the　slxteenth

century，　also　accompanied　by　the　appearance　of　new　warfare　forms，　seriously　impacted　the　Dirlik

system　of　the　Ottoman　Empire．　The　Ottoman　state，　which　was　to　secure　a　vast　amount　of　state　capital

and　achieve　a　glgantic　troop　mobilization，　upgraded　the　Dirlik　system，　This，　however，　not　only　made

owners　of　medium　and　small　Dirlik　holders　bankrupt　but　also　deteriorated　the　quality　of　soldiers　and

acceieyated　the　decay　of　the　local　public　order，　typicaliy　seen　in　the　form　of　illegal　tax　accumulations

undertaken　by　the　1ocal　rulers．　Thus，　when　the　OttomanwwAu．stxia　war　broke　out　at　the　end　of　the

seventeenth　century，　these　problems　increased　in　severity，　placing　the　Ottoman　state　in　a　precarious

posltlon．

　　The　Ottoman　state，　at　last　understanding　that　it　could　no　longer　cope　with　the　problems　by　slightly

modifying　the　Dirlife　system，　adopted　new　policies　that　positioned　the　local　districts　（called　kaza）　in　a

more　important　administrative　framework　than　iR　the　past，　accompanied　by　a　much　active　role　played　by

the　l◎ca1　ayan－Rotables．　The　Qtt（＞man　state　relied　on　the　leadership　ab温ties　displayed　by　theの】an－people

within　the　ka2a－districts　and　on　the　wealth　they　had　accumulated．　These　policies，　widely　accepted

without　serious　local　resistance，　led　to　a　smoother　mobilization　of　soldiers，　ending　of　illegal　tax　collection，

and　stabillzation　of　the　public　order，

　　This　article　is　a　study　of　the　social　crisis　in　the　seventeenth　century　Ottornan　state　and　the　reform

policies　undertaken　by　government，　and　it　discusses　how　the　systern　of　military　mobilization　and　tax

collection，　and　rneans　of　pub1ic　order　maintenance　were　improved　in　Bolu　kazasz　and　its　surrounding

regions．　Since　similar　policies　were　adopted　in　European　countries　during　the　same　period，　we　fnight　be

able　to　discern　here　the　principal　po｝icies　required　for　the　early－modern　state　system．

Keywords　Dirlile　System（ディルリク制度），　fea2a（郡），のJan（地方名士），　Bolu（ボル），　early－

　　　　　　　　　　modem　state　system（近世ヨーロッパ国家システム）
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は　じ　め　に

　かつて，17－18世紀のヨーロッパ諸国は絶大な権力を有する慰主により統治されていたと

理解されていた。しかし，ムー船卸が社会的側面をも視野に入れた薪たな視点の下に疑問を

投げかけて以来棚田20031，近世国家あるいは社会等の実像解明を目ざして様々な角度か

らの再検討，究明がなされてきた。その結果t村落社会の実態や地方行財政の究明を通して

畏衆と政府や諸権力との間の様々な関係や多様な統治形態［Follain＆Larguier　2005；山崎

2006；伊藤2000；伊藤2010］が，「新しい軍事史」醗究［Murphey　1999；Lohr＆Poe　2002；

阪口2010］の進展を通して，軍事的諸事象と社会との関わりにおける薪たな側面［辻本

2010；正木2010；鈴木2010］が，さらには莫大な戦費調達が各国の国家体鋼に及ぼした影

響［阿河1989：379；BOnney　1995；Bonney　1999；久保1998：2－3；ジョン2003P）等が明らか

にされ，穿話の絶対主義国家像は大いに改められつつある。

　一方同時期，非ヨーロッパ盤界に存するものの，同じく君主を中心とする集権体制を整え

た国家があった。イスラム教を奉じるオスマン朝である2）。実は同王朝史を巡っても，従来

17級8世紀は衰退期と位置づけられ，そのような理解の下に諸事象の究明がなされてきてい

たが［Adamr　2006：165；Howard　2007：142－144］，周知のごとくHalil　lnalcik：達の取組

［1nalαk　l977；inalclk　1980；McGowan　1981；Kunt　1983：98］を契機に，ようやくこのような

歴史認識が兇直され始め，政治的，社会的動揺については，軍事面をはじめとする諸状況の

変化に対応しようとした同王朝の模索の表徴として捉えられるようになった。そして，さら

にその後このような諸変化はヨーロッパの脅威によってではなく，あくまでも内的ダイナ

ミズムに起因するものであるという視点の重要性が提唱され［Abou－E｝一Haj　1991：52；

Faroqhi　1992b：14］3），研究領域の拡大およびその深化が図られ，その成果が次々と発表さ

れてきている4＞。そして現在では，これらの成果を踏まえた新たな歴史像提示の重要性が唱

えられるまでに至っている［Tezcan　2010：9－101。

　もちろん，筆者もこのようなオスマン法史を巡る研究動向に基本的に賛意を示すものであ

1）いずれの国も，王領直轄収入國家から租税国家へと，財政に強く規定された国家体制へと変貌

　していった。そしてその際各国でとられた手立ては，差異よりもむしろ類似点の方が圧倒的に多

　かった［阿河1989：379；久保1998：2－3；ジョン2003；Sckuize　l995：26！］。

2）　オスマン朝も近世ヨーロッパ諸国問様，租税国家の範購に分類される［Hart　1995：28三〕。

3）なお内的ダイナミズムという視点は，オスマン朝にとどまらず近世ヨーロッパ史の究明におい

　ても重要である〔由崎2001：IO－l！］。

4＞経済・社会問題£1nalcik＆Quataert　l994］，政治・行政制度〔Hathaway　1997｝，地方財政

　［Cezar，　Y．1996：Neurnann　1998］，金融政策［Cizakga　1999；　Salzmann　1999，2004；Cezar，　Y．2005］，

　財政・税制度［Dayiing！996；Cezar，　Y．1999；Geng　2003；Geng＆Ozvar　2eO6］，軍事制度

　［Murphey　1999；Agoston　2005；Aksan　2007］をはじめ，さらにはこれら諸分野に争えて，幅広く

　国際関係，祇会通念女性・家族問題等々をも奮めた論文集［Faroqlii　2006；Aksan＆Goffman：

　2007］も刊行されている。
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る。ただ研究成果に目を通すと，衰退史観の払拭や同王朝史の自律性を意識するあまり，実

態を単純化もしくはその一二を強調しすぎたりする，また展開を単線的に，あるいは19世

紀の前史として目的論的に捉えようとする傾向がいくらか見受けられる［Murphey　1999：

！92，Neumann　2006：57，　Doumani　1995：4］。新たな歴史認識の確立が待たれるとは書え，不

明な点がなお山積する現状では，やはり一つ一つの問題点に真摯に向き合い，詳らかにして

いく地遵な取組が何よりも重要であると考えられる。たとえばアスケル階層（支配者層）に

よる統治の要とも言えるディルリク制度が，とりわけ16世紀末以降諸状況の変化に対応

するべく手が加えられていき，しだいに形骸化していく申，果たしていかなる手立てが講じ

られて安定した統治の継続が目ざされたのか，そしてそれにより統治形態に何らかの変容が

見られたのかどうか，といった制度史的な観点からの究明は，これまでほとんどなされてき

ていない。17旺8盤紀におけるその実状が明らかにされると，諸分野における変化がより正

しく歴史的文脈の申に位置づけられ，さらには来たる近代化を巡る諸施策についてもより適

切に評価されることにつながる。また残存する史料の性格上，政府による施策についてはあ

る程度把握できるものの，その実施状況や地域住民にとっていかなるものであったのかなど，

その重要性にもかかわらず，地方現場での実態解明についても未だに不十分な状況にある

［Faroqhi　2006：　17］o

　さて，品品筆者は納税戸（avarizhane）の分析を通して，ディルリク制度下における莫大

かつ迅速な資金調達の限界について言及したことがある［多田2015：245〕。果たして，旧

制度は諸状況の変化にどれほど対応できたのであろうか。そこで小論では，ディルリク制度

が展開された地方，中でもボル（Bolu）郡およびその周辺地域を例にとり，17盤紀におけ

る同制度の変容について，それが担った重要な役割である動員，徴税そして治安維持爾にお

ける変化に焦点を当てて考察を試みたい。まず対オーストリア戦争勃発（1683年）に至る

までの問，政府によってとられた施策ならびにその実情等について，これまでの研究成果を

も利用しつつ概観する。次いで同戦争の長期化も重なって，まさしく危機的状況に陥った際，

いかなる手立てによりそれを乗り切ろうとしたのかを，前述の諸地域における状況分析等を

通じて明らかにし，それが有した意義についても検討する。またこの二代，オスマン朝と

9一ロッパ諸国とが同様な政治的，経済的な環境下にあったことが指摘されている

［Faroqhi　！994：　573］。本考察を通して明らかとなった事柄をも踏まえ，今一度この点につい

て検証するとともに，ディルリク制度の変容を世界史的な観点からもながめてみたい。もち

ろんこれらの究明が，来たる18世紀における諸状況を正しく理解する上で，必要不可欠な

作業であることは書うまでもない。

　なお，前述の地域をとりあげた理由を述べておく。同地域は1）マーリキャーーネ・デd一

ヴァーニー（malikane－divani）制度が一般的であった地域とは異なり，典型的なディルリ

ク制度が展開されたE沢2010：40］，2）ヨーロッパ諸国やイランとの戦場からは顕離が

あり，前線ならびにそれに近接した特殊な地域ではなく，3）ジェラーリー反乱の揺忌地で
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はなかった，そして4）引き続き！8一世紀における状況を考察していくに麹たり，チャパン・

オール（Gapan　oglu）やカラ・オスマン・オー一一ル（Kara　Osman　o墓lu）のごとき強大なアー

ヤーン（地方名士）の出現を晃なかった，すなわちディルリク制度の変容がより窃然な形で

進行していった所であった。それゆえ，同地域における諸状況を明らかにしていくことによ

り，17世紀末における岡制度の一般的な様相を，またそれに対してとられた諸施策を検：心

することにより，政府の基本的な対応策を窺い知ることができると考えられるからである5）。

1　ディルリク制度の限界とその対応策

　1動員

　16僕紀末における対オーストリア戦争の勃発は，すでに同世紀後半より人口増加等に伴

う社会不穏に悩まされ，貨幣改鋳やイランとの戦いにより経済的にも苦境に立たされていた

ティマールル・スィパーヒー等の申小ディルリク保有者の没落を加速させた。政府は，戦術

上しだいにその重要性を失っていく彼らにかわって，イェニチェリやアナトリア出身の傭兵

であるセクバン・サルジャ（sekban・sarlca＞等の増員を図っていったのである［Cezar，　M．

1965：151］6）。そしてそれに伴い，従来のデヴシルメ三度がカプクルの大量補充に適したも

のではなかったことから，登録に関しては同制度からいわゆる兵員名簿（esame）制度へと

重心を移していった。たとえばイェニチェリの場合には，ハッセキ・アガ（Hasseki　A露a）

よりもたらされた命令書に基づき，各地に駐屯するイェニチェリ隊長（ye葺iceri　serdan）等

が申心となって薪兵が補充されるようになったのである［Bo＄S834：18L－！9R］（L＝＝左：R＝：

右段を示す）。ただ，その際不正な手続きや処理も多々あったようで［Uzungar§ili　1984：

486－488］，すでに16世紀後半より顕在化してきていた多数のレアーヤー一階層（被支配者層）

の混入［Bo＄S831：59R；832：97R－98L；833：17R］や規律の低下は常態化していった

［Bo＄S831：34R－35L；◎zlくaya　1985：28－29］7）。一方地方高官は，政府より発せられた通達に

基づき，セクバン・サルジャ等の非正規兵（levend）の登録を行った［Cezar，　M　l965：

351－352］。そしてその際政府より俸給が支払われた者がミーリー・レヴェント（miri

levend），地方高官による者がカプル・レヴェント（kaplli　levend）あるいはカブ・ハルク

（k：aPi　halki）と呼ばれた。

　そして前述したごときティマールル・スィパーヒーの没落，不正な手続きに端を発する大

5）　アラビア文字のラテン文字転写は，原則としてRedhouse　Yeai　T自rkGe－ingilizce　S6zl負k　1986の

　表記に従った。

6）Tezcanは歩兵急増についてT政治や経済上の変化にも着円し，単に対オーストリア戦争に

　よってのみ説明できるものではないと指摘している［Tezcan　2010：圭75－190，191－212］。

7）1600占術における腐敗の状況については，［Selanikl　1：220；H：4821K：oCi　Bey　2007：58－61；

　Anonym　l988：2－4］を参照。
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量のレアーヤー混入，さらにはオスマン軍団全般に見られた規律の低下に一層拍車をかけ，

動員体制にさらなる混乱をもたらしたのが，17世紀末における長期戦争であった。あいか

わず，イェニチェリ等のカプクルの申には出征命令を無視する者が多く，ディルリクの没収

アスケル階層身分の剥奪といった威嚇も効果はなかった［Bo＄S838：62L，72R－L］。もちろ

ん，このような状況は彼らにとどまるものではなく，一一般のゼアメトやティマール保有者に

ついても岡様であった［Bo＄S835：2eR－L，29R，54R；839：41L；841：56L，84R，89R－L］。そ

してそれどころか，シヴァス・ベイレルベイやスルタノニュ・サンジャク・ベイのごとき地

方高官達までもが，反乱を起こす有様であった［Bo＄S838：58R－L］。不法課税（tekalif－i

§akka）の厳しい取立てを行っても，軍役義務を果たすのは容易ではなかったのである。そ

こで政府は，命令違反者に対して町の門前での処刑を指示するとともに，退役兵士や書記官

等の文官をも含めたアスケル階層全員の出征を命じざるを得ない状況にまで追い込まれて

いったのである［Bo＄S839：37L，52R－L］8）。

　このようなアスケル階層の命令無視により，常に不足したであろう兵力。政府は新たな兵

の補充に奔走せざるを得なかった。たとえば，ユスキュダルからエルズルムに至るまでの諸

郡に3000人のシラフダール・セルデンゲチティスィ（silahdar　serdengegtisi）［Bo＄S834：

28L－29R］の，エルズルムに至る街道上に位置した諸郡にイェニチェリ・セルデンゲチティ

スィ　（yeniGeri　serdengegtisi）〔Bo＄S835：3L］の，シヴァス州に800人のスィパーフ・セル

デンゲチティスィ（sipah　segdengegtisi）［Bo＄S839A－661！：10L］の，ニクサル，カラビュ

ク（K：arabUk）晶晶に450人のスィパーフ・セルデンゲチティスィ［Bo＄S839A－6611：

1！R－L］の，ボル県に？人（人数不明〉のスィパーフ・セルデンゲチティスィ

［Bo＄S839A－66H：12R］の，イズニクミドやゲイヴェ（Geyve）やアクピサル等の諸郡に

1000人の銃士（tUfenggi）［Bo＄S840：73L］の，シヴァス州に800人のシラフダール・セル

デンゲチティスィ［BO＄S840：85Rlの，そしてボル県に？人（人数不明）のジェベジ・セ

ルデンゲチティスィ（cebeci　serdengegtisi）［Bo＄S841：84L］の登録徴発が命じられた9）。

ただ，これらに対してもアスケル階層の対応は消極的で，レアーヤーにまで対象を広げざる

を得ない状況にあった［Bo＄S835：33R－L；840：73L］。そこで政府は，セルデンゲチティの

調達に当たっては，しばしばガリプ・イート（garip　yigit）からも徴発されるようにと命じ

8）　たとえば，これまでもバグダード戦役やクレタ戦役等において，軍役を果たさない者が現れ，

　門前での処刑等の警告が発せられたことがある［A＄S692：143；703：264；715：437，501］。しかし

　今期の戦争では，出征を催促する通達が従来に無く繰返し記せられたことからも察せられるよう

　に，アスケル階層の命令無視には罠にあまるものがあった。

9＞　セルデンゲチテdは，元来決死的な役割に志願した兵士を指す語であったが，その後様々な口

　実の下に出征を圓諭したイェニチェリをはじめとするカプクルの代替として徴発され，実際に軍

　役を果たすことによりそれとして登録されるようになった補充兵を指すようになる［Uzuncar§ili

　1984：487－488；Aksan　1998：35］。　Ra§id　Tarihiでは，シラフダール・セルデンゲチティスィ，

　スィパーフ・セルデンゲチティスィと歩兵非正規兵（piyade　levend），騎兵非正規兵（sUvari

　levend）とが嗣義的に扱われている［Ra§id　Tarihi　3：55－56］。
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たのである。この者達は，以前より地方現場における治安維持活動に当たってきていた地方

民兵（il－eri）の一一員で，レアーヤーとは言えすでに銃の扱いに慣れており，後述する艮兵

招集（nefir－i　am）に際しても，よく出動を求められていた。その飽，政府は高官により解

雇されていた叢記（kaplslz　leve且d）をも含めた非正規兵の徴発［Bo§S837：13R－L］を，さ

らには前述の病兵嗣子G）による編成出征も命じている［Bo＄S838：30R〕。なお，！689年3

月20H（11eO年ジュマデルウーラー月29日）付のボル郡における民兵招集［BO＄S838：

47L］に際しては，その出征兵士の名簿の写しが残されている［BO＄S838：　32L－36L］。それ

によると，いくつかの街区，街区と村々，あるいは村1司士が綴み合わされるなどして，町部

では4．5，村落部では3。25納税戸につき1名害胸当てられたことが分かる一アヴァールズ

（臨時）税の一種である工兵（beldar）や漕手（kUrekgi）の徴発［A＄S513：511－512；

Bo§S840：51L－57L］等とまったく同様な形態一。もはやレアーヤー階層からの大量動員な

くしては，戦争の続行は不可能となっていったのである。

　周知のごとく，危機的な戦況にもかかわらず反乱を起こしTメフメト4世を廃位に追い込

んだイェニチェリ。そのイェニチェリの対抗勢力として一躍脚光を浴びることとなったセク

バンの窟領イェエン・メフメト・パシャ（Ye露en　Mehmed　Pa§a）。そして，このイェエン・

メフメト・パシャ排斥のために発せられた民兵招集［inalclk　1980：299－302］。この一連の出

来事は，長期戦争により一気に進行したスィパーヒーの没落，レアーヤー一の軍団流入，規律

の低下を象徴するものであった。それゆえ◎zkayaは，！7世紀を通じて動員を巡る諸状況

は何ら改善されることがなかったと述べている［Ozkaya　1985：29］　ii）。

　しかし，前述した諸施策を振り返ると，政府が何もせず手をこまねいていたわけではな

かったことが分かる。たとえば，これまで散発的かつ局地的に実施されてきていたセルデン

ゲチティ等によるカプクル補充が，州，県，郡といった枠組で実施され，しかもそれが常態

化していることに気づく。断続的に兵士の調達を迫られたことに起因するものとは言え，や

はりこのような動員形態の普遍化は，大量の動員に対応するべく一デヴシルメ制度を完

全に放棄し，兵員名簿制度も有効に機能しない申一，政府が積極的に拡大を図った結果で

あると考えられる。なぜなら，このような補充形態をとることにより，従来以上に明確な規

定に基づいた，しかもより効率的な出費の下でのレアーヤー階層をも含めた大量の補充が，

そしてまた州，県，郡を枠組みとすることにより、やはり従前以上に組織的，安定的かつ持

続的な調達がより容易なものとなるからである。事実，以後政府は，セルデンゲチティのみ

ならず銃士をはじめ志願兵（g6nUIIQ）や在郷イェニチェリ（yerli　yeniGeri）等の名のTに

10）民兵招集については，すでに1600年頃の対オーストリア戦争やジェラーリー反乱に際して回せ

　られたことがあったが，今期以降頻発化するようになる£Cezar，　M　1965：228］。

11）事実，イェニチェリ等の登録手続きは一層混迷の度を深め，戦争終了直後には，アナトリアで

　はほとんどの者がイェニチェリの服装をしているとまで記される有様であった［Bo＄S840：73L；

　842　：　65Rma66L］　o
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カプクルの大量補充を拡大させていく〔Bo＄S842：67R－L，68L］とともに，単にカプクルの

補充兵に限らず非正規兵をはじめ，さらには正規兵についてまでもt前述の枠組みで調達し

ていくようになるのである［A＄S787：198－201；G＄S1385：8L，！0R－10L］。なおこの枠組みに

おいて，施行上郡がその基礎単位となったことは言うまでもない。これまでも郡は，ア

ヴァールズ税における人的徴発の基礎単位であり，また各地に駐屯するイェニチェリ出征に

際し，部隊構成の基本的枠組みとして機能し［Bo＄S835：26L－27R；839：42R；84！：92R］，

さらには後述するように，ゼアメトやティマール保泳者を除くすべての兵士の調達に関わっ

たカーディーの管轄区域であるなど，すでに組織的な動員において重要な位置を占めてきて

いたのである。それゆえ前述の枠組みは，まさに実態に即したものであったと言える。

　果たして17世紀末，政府は州，県，郡を枠組みとして，レァーヤー階層をも巻き込んだ

大量の兵士調達を可能とする新たな動員形態の第一歩を踏み鵡したのである。もちろん，一一

方で軍役を果たさなければならないディルリク保有者達がなお存在していたことを忘れては

ならない12）。しかし，とどまることない中小ディルリク保有者の没落が，自ずと薪たなそれ

の一層の進展をもたらすことは必至である。そして，その動員形態において中心的な役割を

担うことになるのはアーヤーン達であろう。実は，元来兵士の動員，調達はイェニチェリ，

ジェベジ（兵器工）等についてはイェニチェリ隊長，カーディー［Ozkaya　l985：33；

Bo＄S835：37R－38R］，常備騎兵連隊であるアルト・ボヨリュク・ハルク（alti　b61Uk　halki）

については地方に駐留する各部隊の隊長であるケトヒュダーイェリ（keth叢dayeri），カー

ディー［6zkaya　1985：36－37；Bo＄S835：6R］，ゼアメトやティマール保有者についてはベイ

レルベイtアライ・ベイ［lnalcik：1973：117；Bo＄S832：77R；835：18R］，セクバン・サル

ジャ等の非正規兵については地方高宮，カーデイー，アーーヤーン［Cezar，　M．1965：35L］，

そして民兵招集についてはカーディー，アーヤーン［lnalCik　1980：308］等が互いに協力し

合って行ってきていたが，この長期戦争を通じてアーヤーンは，非正規兵［Bo＄S837：13R－

L；838：65R－L］や民兵招集［Bo＄S838：47L，72R－L］はもとより，イェニチェリ，ジェベ

ジ等［Bo＄S839：47L－46R；839A－661！：9R－10L；841：84L］やス6パーフ・セルデンゲチ

ティスィ［BO§S839A－6611：11L，12R〕をはじめ，広く兵士全般［Bo＄S839：52R－L，840：

87R］の調達に関わるようになっていったのである。もちろん，出征に際しての保証人をも

積極的に引き受け一支度金支払いのゆえに必要とされた［Bo＄S835：6R；838：30R－36L；

841：73L－72R］一、もはや彼らの協力なくして円滑な動員は困難になったと考えられるの

である。

12）地方高官が従えて行く非正規兵の数［Cezar，　M．1965：278，351－352］，あるいはゼアメトやティ

　マール保有者が身に纏う武具や率いて行く長目携行の従者の数については，規則に定められてい

　た［Bo＄S839A－6611：9R－L］。
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　2徴税

　1600年前後の対オーストリア戦争は，戦費の爆発的な増加に加え，現金需要の一層の高

まりをも引き起こした。そこで，政府はこれに対処するべく，没落していく申小ディルリク

保有者の土地を国庫に回収し，カプクルに授与する傍らt徴税請負（iltizam）綱度の普及

拡大を図っていった。なお，岡制度は現金徴収に適したもので［Adanir　2006：166］，しか

も17世紀三半は税の金納化がいちだんと進んだ時期であったことから［Murphey　1999：

187；Darling　2006　：　118］，この徴税形態はしだいに一般的なものとなっていった。また，そ

の後増大の一途を辿る諸費用調達のために，徴税対象の単位であるムカーターは徐々に統合

され，その中央管理化が進められていき，請負人も当初のカプクル達から資金力を有する中

央や地方の有力者へと変化していった。ただ，このようなディルリクからの収入だけでは出

費には追いつかず，アヴァールズ諸税一一糧秣調達代替税（sQrsat　bedeli）［Bo＄S831：

28L－29R］，糧秣補填代替税（iStira　bedeli），漕手徴発代替税（kUrekgi　bedeli）等に見られ

るようにtアヴァールズ諸税についても金納化が進められていった一や不法課税の徴収

も常態化するようになっていった。果たして，ディルリク保有者，徴税請負人，政府役人，

地方高官による厳しい取立てや匪賊（e§kiya）による悪行に加え，貨幣の普及がなお不十分

であったことも手伝い，レアーヤーの多くは疲弊していった。事実ボル郡でも，彼らの四散

により1675年には新たな租税調査が必要となるほどであった〔Bo＄S831：59L－60R］。しか

し，レアーヤーも決して抑圧に甘んじてばかりいたわけではなかった。納税戸数に対する是

正要望［Bo＄S841：83R－Ljをはじめ，匪賊はもとより地方高三等の不正を政府に上奏した

り［Naima6：68］，時には不法な巡検（devir）税を強要する者達の掃討を図ったり

［MD85：27－28］，また逃散を盾に改善を求めたり［MI）82：10－11；85：325－326］，さらに個

人的にはアスケル階層と偽って納税を園避したりするなど，様々な手立てを講じて抵抗した

のである。

　そして17世紀を通じて進行してきた以上のごとき徴税の強化や抵抗活動は，隅盤紀末に

おいて再発した対オーストリア戦の戦費調達により，いちだんと激しさを増したのであった。

政府は煙草税，コーヒー税等の商業税の拡充やジズや賦課形態の改革等を行ったものの，資

金不足を補うには至らず，ともかく当薗の戦費を確保するために，退役者の年金については

1／3を［Ra§id2：360］，またヴォイヴォダ（郡レヴェルの徴税宮）やムハッスル（県レヴェル

の徴税宮）等の役人の俸給についてはi／2を減額し［Bo＄S838：68R－L］，さらにはクルシュと

アクチェの換算率を収入と支出面において別々に設定する［Rasid2：147］などして出費を

抑鋼する傍ら，徴税請負者が現れないムカーター［GizakGa　1996：164］については強舗的に

アーヤーン達に請負わせ［Ra§id2：328］，また一般役人やイスタンブルの有力者［Rasid2：

364］から支援金を供出させるなどして増収を図った。また地方高官も不法課税や戦時支援

税（imdad－i　seferiye）の微収を強め，たとえば扶養i料（arpahk）としてボル県を保有した

ムスタファ・パシャは国庫に属する土地であれ厳しい取立てを行い、そのあまりにも悪質な
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徴税行為のゆえに処刑される有様であった［Bo＄S839：51R，63L；Ra§id2：219；Silahdar2：

702－703］13）。果たして，レアーヤーの抵抗は逃散をはじめ激しさを増していったのはもちろ

んのこと［Bo＄S837：37L；839A－6611：17R正P4＞，支配者階層の申においても凄まじい反発

が沸き上がってくるのである。そこで，場当たり的ではなく，豊富な資金の安定的かつ合法

的な調達が急務の事柄となり，その結果導入されたのが終身徴税請負（malikane）制度で

あった15）。

　しかし，政府によって打ち出された対応策は，決してパーデKシャーや高官のデdルリク

からの徴税に手が加えられた終身徴税請負制度の導入だけではなかった。ボル県における出

来事を例にとり紹介しよう。同県では元来他県よりも税額が重かったこともあって

〔Bo＄S837：37L］，特に！688－89／llOO年前後から徴収不足，徴税への抵抗あるいは荒廃によ

る減税措置といった出来事が頻発化し始めた［Bo＄S837　：25L－26R，37L；838：42R，68R，

69L］。その上前述したごとく県軍政窟（mutasarrlf）の横暴も重なって非常に疲弊したこと

から，政府は公正な統治を目ざして1693年には一般の県からバーディシャーのハスへと改

編したのである［Bo＄S839：55L－54R］。しかしその後も戦時ゆえにレアーヤーへの抑圧は改

善されず［Bo＄S839A－6611：22R－L］，荒廃は一層進み［Bo＄S839：35R，40R，69L］，たとえ

ば誰も請負者が現れないムカーターが続出する事態に至ったのである〔Bo＄S838：50L；

839A－6611：18L，19L］。そこでついに1694－95／！！05－06年，政府はアヴァールズ諸税の徴収

に際して，次のごとき内容の命令を発したのである［Bo＄S839：45L，　46L；839A－6611：17L－

R，22R－L］。（1）高貴なる命令による税のみを徴収し，アーヤーンはその徴税を支援する反

面，不法な徴税に対してはたとえ公務執行者（ehl－i　6rf）であれ許さないこと，（2）高貴な

る命令が属くと郡内のレアーヤーを集め，税の内容を皆に知らせること，（3）皆の一一致の下

に，関係者の手数料，報酬等諸経費，および納税額等の総額，さらには穿り当てられる戸

（hane）数および各戸当たりの割当額を確定し，明文化し，周知すること，（4）納税義務を

有する者を再確認すること，（5）皆の一致の下に徴税乱酔者（tahsildar）を決定し，彼に徴

税簿を与えること。すなわち，郡を基本単位として，徴税業務を同地域内のカーディーや

アーヤーーン達のリーダーシップの下に委ねるというものであった。政府は，地方高窟達を申

13）戦費調達のために，たとえばディルリク保有者に収益（hasll）1000アクチェにつき400アク

　チェを供鵬させたり［A＄S717：203］，駅逓係（menzilci）等の免税権保持者（muaf＞に免税権代

　替税（bedel－i　rnuafiyet）を課したり［A＄S724：132］，また不法課税を厳しく取り立てたりしたこ

　となどは，これまでもしばしば見受けられた事柄である。ただ今期の戦費不足は従来に無く深刻

　なものだったようである。

14）17世紀末におけるボル県の疲弊ははなはだしく，納税戸数は3632．5から2625．625へと大輻に

　減少した［KK：2743：36］。なお程度の差はあれ，減少傾向は隣のヒュダヴェンディガール県をは

　じめ［K：K2784：5！，58，89，97］，アナドル州全般で見られた。

15）岡制度は行き過ぎた徴税請負制度を是正し，レアーヤーの保護や高官および請負人による横暴

　の阻止を通して，国庫の安定を目ざしたもので［Bo＄S840：69R－L］，以後の歴史的展開に大きな

　影響を及ぼしたと評価されている［Cezar，　Y．1999：4gi。
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心とする恣意的な不法諜税を排除し，あるいは徴税業務における関係経費に関する曖昧さに

起因する彼らの不正を防止し，また税を規則通り関係者に等しく課す一たとえば，糧秣

調達代替税や糧秣補填税（i§tira）等は免税権保持者も含めすべての者が納めることになっ

ていた［Bo＄S：840：82R－L］■一ことにより，レアーヤーの疲弊を食い止め，同時に彼らの

抵抗を弱め，確実な税収確保を図ろうとしたのである16＞。ただ現実には，通達で命じられた

徴税形態が機能するためにはもう一工夫が必要であった。と器うのも，その後1696－

！697／1108年分についても多額の不足が生じたkに，アーヤーンをはじめレアーヤー全体に

漢然と徴収が委ねられていたことから，その件について誰に問い質せばよいのかさえ分から

ないという状況に陥ったからである。そこで政府は，責任者の明確化はもとより，レアー

ヤー一の納税をより容易にするべく，収穫期と戦費調達期とのずれをも考慮して改めて指示を

出し，！696－！697／1108年の不足分および今後の1697－98／1109年分の納入については，アー

ヤーンの中でも特に富裕な四達が予め一括して納め，その後彼らがレアーーヤーから徴収する

という形態への変更を命じたのである［Bo＄S840：56L－55R；82R－82L，83L；Ra§id2：364］。

そしてこれにより，郡を主体とする徴税活動はやっとその安定を見たのである。なおさらに

この期に，長年ボル県のレアーヤーを悩ませてきたスバシュ翻嶺税（suba§i　maqtuu）は！

戸当たり480アクチェと定額化され［Bo§S840：5！R］，また地方高宮による不法課税の徴収

に関してもその額の明確化が図られ，戦時支援税についても郡ごとに一応の額が定められ，

いずれも地元のアーヤーン達により調達され，担当役人（mUba§ir）に譲渡されるという形

態へと改められたのである［Bo＄S839：42R；840：64L－63R］。

　ところで，アヴァールズ諸税等の徴収形態の変更や終身徴税請負制度の導入は，一見大胆

な施策のようにも思われるが，あくまでも地方現場における実態に鋼し，判断されたものと

考えられる。実はアーヤーンをはじめとする富裕者による納税の立替えは，これまでもしば

しば見受けられたものであった17＞。ただ！7徴紀末頃になると，悪しき地元民が徴税担当者

にとりいり，誤った情報を提供して税の翻当てを混乱させ不正な徴税を助長させたり，徴税

担当者の微税を代行して命令に無い金を騙し取ったり［BO＄S834：6R；837：2R－L；！8R－L］，

16）　このような措置は，ボル県に限られたものではなかった。アナトリアやルメリ地方のいくつ

　かの地域では，すでに1693－94／1105年分の糧秣調達代替税の徴収が，従来とは異なりレアー

　ヤーの手で割り豪てられ，徴収されるという形態へと改められている。なお，糧秣補填税，ア

　ヴァールズ税，糧秣代替税（bedel－l　nttzUl＞等の徴収についても，同様に改められている

　［Bo＄S839A6611：17R－L；840：56L］．

17）17世紀中頃ヒュダヴェンディガール県の漿軍政窟のミュテセッリム（代官）によってギョイ

　ニュク（G6y磁k）郡内のミハール（Miha1）地区の瀬々で巡検税が徴収された際，「チュヌ

　（（；unl）村に住んでいたコルジュ（Korucu）より50クルシュ，コスチェ（Kosce）村のムスタ

　ファより50クルシュ，…キョレ（K：61e）村より50クルシュ，…」と記されている£MD93：43］。

　村によっては，当該村の寓裕者による立替えが行われていたことが窺える。また以前より，資産

　を有するアーーヤーンの中には，恐らく公金等の立替えを引き受ける見返りに，諸税を免除された

　者がいたようである［A＄S7三2：53］。
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あるいは徴税担当者自身がレアーヤーの無知につけこんで勝手に町を除外して村からのみ徴

収したり［Bo＄S836：7L－8R］，着服したり［Bo＄S830：15R－L；835：44R，45R3，多めに徴収

したりする［Bo＄S837：32R］などの不正な徴税活動に対する訴えが後を絶たず，前述した

ごとく税の滞納，未納も常態化し始めるなど，従来にも増して徴税業務は大いに混乱したの

である。周知のごとく政府は，すでに租税調査の不備により地方の実情一人口分布や生

産カー一を正確に掴めなくなっていた［Bo＄S837：18R－L］。すなわち，より確実な税収確

保を図る上で，アーヤーン等の有力者達との一層の連携強化はもはや必要不可欠な事柄で

あったと考えられるのである［Bo＄S830：39L］18＞。なお史料の記述によると，徴税命令や台

帳の内容を知る者は，一部の関係者に限られていたようである。恐らく，前述の通達におけ

るレアーヤー全員への周知命令は，このような実態を踏まえてのものなのであろう。

　また終身徴税請負制度の導入についても，ボル郡在住者によるこれまでの徴税請負状況を

ながめると，十分頷けるのである。いくつか例を挙げてみよう。メンズィルジ・メフメト

（Menzilci　Mehmed）はイスタンブルに住むムルタザ（Murtaza）が同郡内に保有したゼア

メトの徴収［Bo＄S837：37L］を，ヤズジュ・ムスタファ・アガはボルル（Borlu）郡在住の

アル・ハジュ・アリ・ビン・ムスタファと共に，各々3000クルシュで1686－87／1098年分の

ボル・ムカータース（Bolu　mukataasi）等の徴収［Bo＄S831：9L；836：！6L］を言青負った。

また，このような一般的なディルリクやバーディシャーのハスのみならず，県軍政密のハス

における徴収等の任を負ったミュテセッリムあるいは同代官（vekil）についても，そのい

ずれかには必ず地元出身者が就任したのである［BO＄S831：24R，51L，　83L，102R］。そして中

には中央との結びつきを巧みに利用して，一一層力を蓄えていった者もいた。たとえば，ヤレ

ン・メフメト・アガ（Yaren　Mehmed　Aga）は，ボルの町の市場監督窟（ihtisab　emini）

［Bo＄S832：66R；837：！9R］，ヴォイヴォダ［Bo＄S837：37L］，駅逓管i哩者（menzilciba§1）

［Bo＄S838：27L；840：15L；84！：6！L］，国庫収公遺産監督官代理（beytUlmal　emini　vekili＞

［Bo＄S839：26L］等を務める傍ら，スバシュ翻当税［Bo＄S839：45L－44R〕やジズヤの微収

［Bo＄S841：89R］をも請負ったのである。このような幅広い活躍は，彼が帝室造船所監督官

（Tersane－i　amire　emini）であったムスタファ・エフェンディと兄弟であったことと無関係

ではあるまい。すなわち終身徴税請負制度についても，やはり中央と地方の有力者達の問に

講築されてきていた請負階梯を前提として，初めて導入が可能であったと考えられるのであ

る19）。

　果たして，アヴァールズ諸税や戦争支援税等に見られる徴収形態の変化は，資産家の財力

に依拠する点，そしてその資金をより引き出しやすくするための環境整備という点において，

終身徴税請負制度の導入と，全くその性格を一にするものと囲える。すなわち，アーヤーン

18）　これまでも，アーヤーンに税徴収の支援が命じられたことがあった［A＄S722：102］。

19）　しかも17世紀には，10年以上にわたって問じ入物によって請負われ，競売額も変わらないム

　カーターが数多く出現している［Pamuk　2006：303。
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達に資金の提供を求める見返りに，税の割当てや徴収を認めたのである。そしてこれにより

彼らは，徴税責任者としての手当や手数料等を，さらには郡にとっての必要経費（vilayet

masrafl）を，公然と独自に徴収できるようになったのである。なお，書記手嶺（katibiye）

等の諸経費は，以前より存在していたと考えられるが〔Bo＄S830：26R］，17世紀後半に至る

までの本郡のシャリーア法廷遠軽（§er’iye　sicili）には，それらに関する写しはほとんど

残っていない。しかしこの時期以降，様々な税額や翻当額にとどまらず，納入乎立て等に関

する写しまでもがきちんと残存し始めるようになるのである20｝。まさしく18盤紀において

発展する税割当簿（tevzi　defteri）の事実上の出発点と繕える［Ulugay　1955：52；McGowan

！98！：！58－！59］o

　さて，政府や高宮達はその出費をディルリクからの収入だけで賄うのはもはや困難となり、

彼らにとってアヴァールズ諸税や不法課税によるそれは必要不可欠な部分となっていった。

後を絶たない中小ディルリク保有者の没落は冷然の事と言えよう。ただ現金需要高揚の中，

単なるディルリクの加増や重税化では，しだいに収入増大には直結しなくなっていった。一

方このような混乱の中，社会の変化や政府の施策を巧みに見てとり，地域社会を舞台に資金

力を備え，一層影響力を有するようになったアーヤーン達が台頭してくる。そこで政府は，

中央の有力者はもとより，地方における彼らとの関わりを深め，その資金に依拠する政策へ

と転換し，そのための環境整備を図っていったのである。確実に資金を確保したい政府と地

位の安泰化および一層の躍進を9ざす中央や地方における有力者達との間における利害の一

致の結果と言えよう。そしてこれにより，政府はたとえば徴税請負者が現れないという由々

しき事態を回避し，その上彼らへの転嫁を通して税徴収におけるリスクを軽減することがで

きたのである［Gizakga！996：！64；1999：224］。

20）　（例）糧秣調達代替税徴収を巡って…1686－87／王098年分の徴収に際しては，ボル県内のいくつ

　かの郡の人々がやって来て，我々の税は我々が割当てると言って，無産戸（bi－haSil　hane）に割

　り嘉てた［Bo＄S837：18R－L］。→王693－94／1105年分の糧秣調達代替税等2951クルシュは，地域

　佐民皆の一致の下に473戸に，1声当たり6クルシュと6．75パーレ（1パーレ．ikgクルシュ）割り

　当てられ，6クルシュとO．25パーレは国庫（miri）に，　O．25パーレは担当役人に，0．！25パーレは

　法廷に，そしてO．125パーレは徴税担当者に支払われた〔Bo＄S839：45L］。糧秣代替税徴収を巡っ

　て…167ひ71／1081年分の糧秣代替税徴収のため派遣されたレジェブ・アガが到着する前に，カー

　ディーは予め送られた台帳に従って徴収するように［Bo＄S830：10R］。→1696－97／！108年分のス

　バシュ割当税（480アクチェ）と1697－98／！109年分の糧秣代替税（630アクチェ）については，

　皆の一致の下に，！か月間の経費として10クルシュ，法廷経費50クルシュ，ヴォイヴォダへの

　報酬100クルシュも加えられ，その総額が糧秣代替税納入の義務を負っていた糧秣代替税割幽戸

　（RUzUlhane）に割当てられ，！戸当たり9．38クルシュとなった［Bo＄S840：51R］。戦時支援税微

　収を巡って…1693－9酬1105年分の戦時支援税徴収のためにアフメト・アガが派遣されたので，

　従来通り調達された［Bo＄S839：42R］。→1696－97／1108年分の戦時支援税徴収のためにムスタ

　ファ・アガが派遣されたので，戦時支援税450クルシュに，カブ・ハルジュ（kaPi　harCi）50ク

　ルシュ，担当役人へのIOOクルシュ，ムスタファ・アガの滞在費45．5クルシュ，法廷経費58ク

　ルシュ，徴税担当者への費用40クルシュなどをも加えた総額843．5クルシュが割当てられること

　になり，！戸当たり3．75クルシュとなった［Bo＄S840：64L－63R］。
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　3治安維持

　ディルリク保有者は，安定した収入を確保する上でも，授与されたディルリク内における

治安維持に当たらなければならなかった。元来それは，裁判権を有する在地のカーディーと

の共同作業によりなされてきた。16世紀においては，犯罪者の勢力に応じて，スバシュを

はじめ，ティマーールやゼアメト保有者，サンジャク・ベイやベイレルベイ達が，すなわち

ディルリクを保有する在地のアスケル階層が，政府とのあるいは相互の問における協力の下

［MD6／1：2！3；MD12／1：309；MD12／II：255］，捕縛等に妾たっていた。

　ただ17世紀に入ると，前述したごとく中小ディルリク保有者の没落，地方高宮の任期の

短縮化［Kunt1983：75］さらには出征に伴う彼らの長期不在等が常態化し始めた。そして

その一方で，重税や軍役に耐えられなくなり翁面化していくレアーヤーやディルリク保有者

が増加し，しかも時を嗣じくして戦術の変化に伴う火器の普及により銃が社会に流布して

いった［Naima6：4！6］。当然の事ながら，犯罪，騒乱は頻発化するようになっていった

［Neumann　2006：45］。果たしてこのような状況変化により，警察権の担い手は大きく変化

していった。在地のアスケル階層にかわって，政府により派遣されて来た治安維持担当官

（mUfettis）［MD82：77－78；MD85：105－106，135－136，159；Ulugay！944：！03－104］がしだい

に中心的な役翻を担うようになっていったのである。もちろん，徴税請負者（mUltezim）

やヴォイヴォダ，ミュテセッリム等も役務上治安維持に当たらなければならなかったが，徴

税活動を主たる任務と理解し，力も隈られたものであったことから，彼らの姿勢は消極的な

ものであった。また周知のごとく，ジェラーリー反乱後各地にイェニチェリが駐屯するよう

になったが，彼らについても急患で，その多くは町に住み村落部での出来事には無関心で

［Darling　2006：121］，治安維持には積極的ではなく，それどころか彼らの間から犯罪者が続

出する有様こMD85：37－38，70－71］であった。

　ただますます治安が悪化する中，このような体認では，犯罪の抑止はもとよりその迅速な

対応に支障をきたしたであろうことは十分予想される。事実，政府はこの不備を補うべく，

特に！662年における対オーストリア戦争期以降アーヤーンや地方役人（i§一eri）達一

具体的に誰を指すのかについては〔MD85：342］参照一を使っての治安維持活動を積極

化させていったのである［MD94：6，8，　ll］21＞。

　そして，17世紀末に対オーストリア戦争が勃発すると，長期にわたる多数のアスケル階

層の不在により，これまでにない匪賊の蹴琶を見ることとなったのである。政府は治安維持

挺当窟を任命，派遣し，地域住民との協力の下に討伐に妾たらせるが£Bo＄S834：24R；835：

16R；840：77L；841；87R］，効果がないばかりか，彼らが匪賊の悪行にも劣らぬ法外な不法

課税の取立て等を行ったりしたことから£Bo＄S831：58L；835：31レ32R］，レアー一一ヤーの疲

21）　もちろんこれ以前においても，彼らに齪賊討伐命令が下されたことがある［A＄S707：330；722：

　98〕。ただ，たとえば17世紀前半におけるギョイニュクやギョルパザル（G6Epazari）郡のアー

　ヤーンの場合，40－50人規模の匪賊に対処する力はなかったようである£MD85：232－233］。
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弊は極限に達する［MD85：143；Bo＄S832：73R；Faroqhi！992a：1－39］。その結果政府は，

ついに1687年治安維持担当官制度を廃止する〔Ulugay　1944：424］とともに，各郡内の

治安維持についてはまず各郡の住民が責任をもって当たるようにとの命令を発したのであ

る［Bo＄S837二24R一一25R］。もちろん，あいかわらずアナドル州総督（Anadolu　valisi）等は

臨時収入見積り税（bad－1　hava）や科料（demδ§rU）等の徴収権を有したままであり

［BO＄S837：37L；842：67L；844：83L］，またその後も大規模な騒動の勃発に際し治安維持担

当官が派遣される場合もあった［Bo＄S838：65R；839A－6611：2R－3R，13R－L；840：77L］。し

かしこの出来事以降，従来にも増して頻繁に民兵招集が回せられるようになるなど，住民を

主体とする治安維持体制への変容は誰の目にも明らかであった［Bo＄S837：39R；838：47R，

64R；839A－661！：13R－L；840：90R－L；Silahdar2：357－358］。ただ前述したごとく，すでに

長期戦争開始以前より，アーヤーンや地方民兵による関与の度合いはしだいに深まってきて

おり，実態を受け入れたに過ぎないとも言える。

　また時を嗣じくして，財政悪化によるものとは言え，郡内の治安維持に関係の深い駅逓

（menzil）制度についても変化が兇られた［Halagoglu　2002：189－196；Heywood　2002］。同制

度は，元来アヴァールズや糧秣（nUzu1）減等納入の免除と引替えに展開されてきたが，戦

争の長期化および制度の濫用により，利用者は激増し，出費は瞬く問に膨れ上がっていった。

そこで，他の税収あるいは国庫や地元住民からの支援金を充てて経費を補填していったが，

それが政府およびレアーヤーにとって，しだいに重荷となっていったのである。結局

1696－97／1！08年に，利用に当たっては誰であれ代金を支払うことに，またアーヤーンの介

在の下選ばれた僑頼に足る高潔な人物が駅逓業務を請け負うことに改められたのである

［Bo＄S840：57R－L；75R－L］。果たして，治安維持においても，アーヤーンの果たす役害彗はま

すます重要度を増していったのである。

　なお本章での考察結果は，ボル郡を中心とする西北アナトリアの一一地域における実態を明

らかにしていく中で，得られたものである。ただTその際紹介された数々の政府逓達は，単

に前述の地域に対してだけではなく，その大半は広くアナトリア全般　とりわけシヴァス州

に至る同中・西部を対象に上せられたものである。また納税回数の緩和申請や地方三三によ

る巡検税等の不法な税徴収に対するレアーヤ～の苦情についても，問地方の至る所より政府

にもたらされている。もちろん当晴の実態については，ジェラーリー反乱等による被害をも

念頭に置きつつ，今後地域ごとに明らかにされていかねばならないものの，少なくとも17

世紀のアナトリア申・西部における政治的，経済的，社会的ならびにディルリク制度の状況

に，そしてそれに対する政府の対応に根本的な差異があったとは捉えにくく，それゆえこれ

までの考察結果についても，広く前述の地方全般にも当てはまる内容であると理解して差し

支えないと考えられる22）。

22）　なお，ルメリや東部アナトリア，シリア地方においてもディルリク制度は施行されたが，ルメノ



ディルリク制度の限界とその対応策を巡って 37

H　対応策の歴史的意義

　16世紀後半に端を発する政治t経済社会上の諸変化は，1600年前後の対オーストリア

戦争を経て，一層顕著なものとなっていった。そこで政府は，このような変化に対応するべ

く，ディルリク二度の下，すでに甫民権を得ていたイェニチェリやセクバン・サルジャ等の

歩兵，徴税請負制やアヴァールズ税，そして治安維持担当官制度の，増員，拡大そして充実

に，その施策の力点を移していった。ただこのような軸足の移動は，反藤中小ディルリク保

有者の没落を助長するものでもあった。しかもこのような政治的変動が地方現場に及ぼした

影響は，政府の想定をはるかに超えたものであったようである。はなはだしさを増していく

兵士の質の低下，常電化していく不法課税，一向に安定を見ない治安状態に，政府はしだい

に対処し得なくなっていったのである。混迷の度を深めていく地方社会。17世紀末におけ

る対オーストリア戦争の勃発は，このような状況を一一層深刻なものとしたのである。

　そして，このような危機下に打ち出された新たな対応策の一一つが，地方統治におけるアー

ヤーンの積極的活用であった。政府は，その施策の不備の結果地方において自ずと発生，

形成されてきていた実態を受け入れ，それに秩序を与えようとした，具体的に言うと，統治

上郡をこれまで以上に重要な枠組みとして明確に位置づけ，そこを舞台に彼らの資金力や指

導力を一一層巧みに引き出し，難局を乗り切る一手段としようしたのであった。

　もちろん，以上のごとき手立ての実施をもって，政府がディルリク覇度に見切りをつけた

というわけでは決してない。同網度は，円滑な動員や徴税等を目ざして創り出されたもので

あるばかりか，アスケル階層に属する者達にとっては，霞らを支配者層の一員として位置づ

け，その立場を保障する，欠くことのできないしくみでもあった。それゆえ政府は，前述の

対応策を打ち出す傍ら，17U紀を通じて広まったと考えられる悪しき慣行を払拭し，岡制

度の活力を取戻すべく躍起になっている。不適格者へのディルリク授与を防止すると共に存

在するディルリクの状況を正確に把握できるようにするために勅許状（berat）に基づく授

与の徹底を図ったり［BoSS841：56L，86L；844：64L］，また出征を条件にディルリクを授与

することにより，軍役履行の徹底を目ざしたり［841：62R；842：9！L－90R〕，国家，地方形

窟，ディルリク保有者等々，様々な立場の者達による徴税活動が交錯する中，徴税権の所在

を明確にすることにより，たとえばゼアメトやハス保有者の収入確保を保障しようとしたり

したのであった［Bo＄S841：48R－L］。

＼　リはヨーロッパ諸国との度重なる戦争により時には戦場と化しIMcGowan　1994：660－661］，東部

　　アナトリアにはクルド族住地を中心にユルトルク・オジャクルクやヒュクーメット湖と呼ばれる

　独特の統治形態が展開されたtEl域が広く存在し［齋藤2005；2006］，またシリアでは施行が一部

　　地域に限られた上，様々な諏で在地慣行が幅広く踏襲され自律的ダイナミズムが脈々と流れ続け

　　ていたなど〔Shaw　1976：246，253；McGowan　1994：712－713；Wenzke　l997］，いずれの地方もア

　　ナトリァ中・西部とは環境蔵で大きく異なる一面を有することから，稿を改めて考察されるべき

　対象であると考えられる。
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　すなわち，政府はアーヤーンを体制内に取り込むことによって，ディルリク制度と現実と

の乖離により生じた諸問題に対処し，難局を乗り越えていこうとしただけではなく，アスケ

ル階層による統治の要である同鋼度の維持，存続をも図ろうとしたのである。

　ただディルリク制度の再建はもとより，アーヤーンとの関係のあり方についても，政府に

確たる青写真があったわけではなそうである。再建策と言っても，16世紀に確立された規

範の遵守を繰り返すばかりで目新しいものは何もなく，しかもその傍ら政府は，あいかわら

ず莫大な額のティマールを没収し，三鷹や地方高宮のハスに編入していったのである

［Bo＄S842：85L，87R］。そしてそればかりか，アスケル階層をも含めた木材伐採や運搬奉仕

の賦課［Bo＄S845：33L］，軍役免除の見返りとしてのアスケル階層からの軍役代替税

（timar　bedeli）や従者調達代替税（cebeli　bedeli）の徴収［Bo＄S842：76R－L］，さらには終

身徴税請負制度の導入等々，ディルリク制度の基盤を成すアスケルとレアーヤー階層との別

を，あるいは国家土地所有の理念を形骸化しかねない様々な施策〔Gizakca　I996：163：

Salzmann　2004：96－97］を，従前通り実施し続けたのである。その上，レアーヤーと密接な

関わりを持ちつつ地域を基盤に台頭してきた，従来の支配者層とは全く異なる経緯を経て実

力を備えてきたアv…一ヤーン達の活用。実は，政蔚は統治の～端に絡む公的役割を積極的に担

わせていったにもかかわらず，彼らをいかに処遇すべきなのかについてもほとんど検討して

いなかったのである。もちろんこのような矛盾，錯綜した施策の背景に，逼迫する資金調達

の問題が存したことは書うまでもないee＞。周知のごとく，セクバン・サルジャへの俸給授与

や終身徴税請負制度の存続と言った最重要課題ですら，その方針は二転三転したのである

［Ra§id4：176－177；lnalcik　l980：302－303；Geng　2003：113；◎zvar　2003：25］。すなわち当時

の政府は，厳しい対外関係の申で，実情に対応しきれなくなったディルリク制度と向き合う

こととなり，その対処を巡っては理念と現実との間で方針が揺れ動き，一貫した方言性の下

に施策を打出すことが困難な状況にあったと考えられるのである。

　ただアーヤーンの存在に着目した寝たな手立ては，それが実態に即したものであったこと

から，地方現場に大きな抵抗なく受け入れられ，しかもその効果は政府の期待を裏切るもの

ではなかった。それゆえ，混沌とした政治状況下にあったにもかかわらず，同手立ては直ち

に欠くことのできない対応策となり，18世紀へと受け継がれていったのである。

皿　オスマン朝と近世ヨーロッパ諸国

　前述したごとくt17世紀におけるオスマン朝とヨーwッパ諸国との類似性が指摘されて

いる。そこで本章では，～地方に関するものとは言え、これまでの考察により明らかにされ

た事柄をも踏まえ，表層的ではあるがこの点について今一度考えてみたい。

23）　アーヤーンは，何よりもまず富有でなければならなかった［lna互cik　I977：39－41］。
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　兵士の半分近くを外国人傭兵が占めたヨーロッパ諸国とそうではないオスマン朝とではそ

の形態にも様々な相違点が存在したと思われるが，動員を巡って両者は共に問じ課題に直面

している。後者ではイェニチェリの動員はイェニチェリ軍団に，そして非正規兵は地方高官

等に委ねられていた。一方前者においても，それは各連隊長や中隊長に委ねられており［林

田1996：213；Rowlands　2002：204－212；山崎2002：14；Wilson　2008：83；辻本2010：13－17コ，

両者は未だ政府による一発的徴兵鋼度に至ってはいなかった。それゆえ，兵士の登録を巡っ

てのごまかしは後を絶たず，それに伴う不正請求は共に国庫を圧遮した。また支度金取得後

の，あるいは戦場からの無断逃亡も，両者においてよく見られた光景であった［Bo＄S835：

7L一一8R；12L；Silahdar2二271；懸念1994：389；林ff　！996：　213；辻本2010：16］。

　さらに，17世紀末に至り，一層の兵力増強に迫られたオスマン朝では，民兵招集等レ

ァーヤーの徴発が一般化し始めた［Silahdar2：426］。実は，ヨーロッパ諸国においても丁度

同じ頃，謡曲や役割は限られていたとは言え，昆兵の利用が拡がり始めたのである。そして，

その形態は国々により様々ではあったが［Corvizier　1979：52－60；Steven　2002：152］，いず

れの国においても，後代の徴兵制度とは決定的に異なる点が存在していた。それは，地位や

身分町に居住しているかどうかなどにより徴発事情が異なり，また個人に対してではなく

各社団や村落等を単位として数が割り当てられたということであった［Corvisier　1979：57；

佐々木1989：69－71；神蜜1994：390；Davies　2008：170］。実はオスマン朝の罠兵招集に際し

ても，すでに雷及したこどく，町と村とでは調達基準が異なっており，また資産家は資金調

達の見返りに出征しなくてもよい〔Bo§S840：55R〕など，決して郡内のレアーヤーが同等

に扱われていたわけではなかった。罠兵を巡る基本的姿勢についても大きな差異はなかった

のである。なお，このような軍役賦課に対する罠の反応も同様で，彼らは共に病人，年審や

なまけ者を当てて抵抗したのであった［Bo＄S835：12L；Corvisier　1979：l17；佐々木1989：

71－74；土月日2013二33］。

　また徴税面においても，オスマン朝一内債が常に徴税請負の形態をとり，しかも19世

紀に至るまで外債が発行されなかった〔Gizakga　1999：223－226］一とヨーロッパ諸国一

税収以外にも，内債による資金調達の他，外国金融資本からの借入や外債の発行がなされた

一とでは財政事情に大きな根違点が存したものの，共に公信用の重要性についての認識は

低く，未だ僑用湖度は確立されていない状況にあった［佐村1995；Bonney　l995：3！5－390；

Kδrner　1995：507－538；伊me　2010］。それゆえ，増大化の一途を辿る戦費調達のために，前

者においてはアヴァールズ諸税が恒常化され，後者においてもタイユ主税に加えて，タイユ

付加税等（フランス王国）［Malion！974：1－48；F可河1989：383－384；Maillard　2005：481－

510；Brumont　2005：403－433；Blanchard　2005：435－480］が，あるいは新たにコントリブチ

オン税（プロシア王国）が導入され，その上両者共に現金確保のために徴税講負制が普及，

拡大されていった。また，政府から宛がわれたディルリクや一面，資金等での兵士の維持，

補充は困難であり，地方高宮をはじめとするディルリク保有者や領主，連隊および中隊長に
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よる強引な徴税や収奪は後を絶たなかったこ山崎2002：15；辻本2010：22P茎）。そしてその

後，ますます戦費が膨れ上がり一層逼迫した財政事情に陥った17世紀末には，オスマン朝

やフランス王国ではアスケル階層による負担の増大やカピタシオン税の導入が図られ，プU

イセン王国においてもアクテーゼ（消費）税徴収対象の都市が拡大され，一層の増収が騒ざ

されたのである［山崎2003：41］。

　ところで，注24で触れたオスマン朝やフランス王国における致府への抵抗活動は，！7世

紀後半に入りしだいに終息に向かっていったが，それにより治安状態が大いに好転したわけ

では決してなかった。街道上での略奪行為［K：onrapa　l960：273］，不正な取立てに対する民

の反発等々，犯罪や不穏な行動は常態化していった。中でも，除隊後のあるいは出征を放i棄

した兵士達による悪行［Bo＄S842：69R；843：57R；神甕1994：389〕は，まさに前述の二国

をはじめ，その他のヨーロッパ諸國においても社会不穏の元凶の一つとも言え，セクバン・

サルジャや傭兵の増加に伴いますます悪化の一途を辿っていった。そこで，治安維持揚当官

派遣の限界が認識されたオスマン朝では，かわって各回での取組が一層重視され，従前以上

に在地二二の手に治安維持活動が委ねられることとなった。一方フランス二二でもマレ

ショーセ改革：が行われ，隊員が地元より選抜されることにより［正木2010：54－84］，また

プロイセン王国においても，村落共同体の秩序維持機能を基盤にした領主裁判権の機能強化

が図られ，治安の安定が目ざされた［山崎2003：55－58］。すなわちいずれの国においても，

政府の秩序維持システムを一方的に押し付けるのではなく，地域や民衆のそれを上手く利用

する形態へと改められていったのである〔正木2010：77－78］。

　果たして，動員，徴税そして治安維持を巡って，背景や直接的な契機に相違はあるものの，

オスマン朝とヨーurッパ諸国とが，共に岡様な課題に直面していたことが再確認された。そ

してその二三策の一つとして，前者においては，アーヤーンとの関係強化が図られたが，実

はこのような手立ては後者においても広く見受けられたものであった［Hart　1995：283］。

たとえば，フランス王国では政府に対する諸反乱を受けて，17澄紀後半以降しだいに地方

有力者との連携が深められ，その結果より多額の税収が確保されることとなり，それと平行

して抵抗活動も鎮静化されていったのである［Belk　1985：175，269，　277；K：6rner　l995：532；

林田1996：220，　237］。また，ロマノブ朝ではプガチョフの反乱鎮圧後，地方貴族に恵与状

が与えられ［土肥1994：83－87］，プロイセン王国でも七年戦争後債務に苦しむ地方貴族が

保護されるとともに，カントン制度に関しても彼らの要望が受け入れられ，クライス（郡）

におけるその地位，役割が保障されたのである［阪口1996：78－79　1鈴木2010：214－215］。

近世化の早晩で少々時期が異なり，また各々の国情により施策の内容に違いはあるものの，

肥大化する財政的，人的，物的需要に端を発する危機を乗り越えるべく，やはり地方有力者

24）17世紀前半，苦境に立たされた民やディルリク保有者および帯剣貴族等により，ジェラーリー

　反乱（オスマン朝〉やフロンドの鼠（フランス王国〉などの大規模な抵抗活動が勃発した［黒河

　1990］e
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との関係がより互恵的な結びつきへと改められ，彼らとの連携強化が図られていったのであ

る。

お　わ　り　に

　17世紀末，対オーストリア戦争の最中，オスマン朝政府はディルリク制度に依拠したア

スケル階層による動員，徴税そして治安維持のしくみがもはや機能不全に陥ったことを認め

ざるを得なくなった。戦争を続行する上でも，同捌度といかに向き合い，いかなる手立てを

講じるべきか，様々な思惑が交錯する申，政府は早急な対策を迫られる。そして暗中模索す

る中，試みられた手立ての内の一一つが，アーヤーンの存在を積極的に評価し，郡を舞台に彼

らに公的三二を捉わせていくというものであった。これは！7世紀における諸状況の変化の

申で，地方社会においてしだいに資金力を備え，指導性を発揮しつつあったその影響力に鑑

み，地方統治の一端を公に彼らに委ねたもので，まさに当時の実態に則したものであった。

それゆえ，さっそく徴税面を中心に従前以上の成果を見ることとなり，政府が望むと望まざ

るとにかかわらず，彼らは瞬く間に統治の一翼を担う重要な存在となっていったのである。

　なお以上の事柄は，西北アナトリアの一地域における諸状況の分析を通じて明らかとなっ

たアナトリア中・西部地方における姿に過ぎないものの，同地方が直回した課題は近世ヨ・・一

ロッパ諸国においても見られ，その克服に当たっても類似した手立てが講じられたことが確

認された。先学の指摘通り〔Faroqhi　1992b：212－213］，両者の比較検討の有用性は明白

である。周知のごとく広大な版図を誇るオスマン朝は，各地方で様々な様相を呈する。しか

し，それは近世ヨーロッパ諸国においても同様で，地方現場におけるあるいは地方統治を巡

る多様な実態が，近年次々と明らかにされている。柔軟な統治術を巡る両者の比較検：討は，

より近世国家の特質を浮かび上がらせることにつながるのではないかと思われる。

　では，17世紀末にとられた対応策は，その後のオスマン朝における統治形態に何らかの

影響を及ぼしたのであろうか。同時代のヨーロッパ諸国との比較，検討をも含めて，これら

の究明については稿を改めて論じることとする。

［追記3小論は，東京外国大学アジア・アフリカ言語文化研究所の共同利用・共同研究

　　　課題「近世イスラム国家と周辺世界」（研究代表近藤信彰）における研究成果の一

　　　部である。作成に当たり，研究会の皆さんより，数多くの貴重なご意兇をいただ

　　　いた。ここに記し，謝意を表する次第である。
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